
2016/08/05 PDF_AY1334-00_00_ヘルスケアレポート 2016 年 8 月.docx

Healthcare note（公共・公益法人レポート・シリーズ）

野村證券株式会社 金融公共公益法人部 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル 

本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村證券はその責を一切負いません。
本資料中の記載内容における各種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等
の欠落・誤謬などにつきましては、野村證券はその責を一切負いません。本資料は、貴社が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情報の提供を目的としたもの
です。経営判断における最終意思決定は貴社自身で行われるものであり、野村證券はこれに対する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際し
ては、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。 

医療法人における会計・監査 

～医療法人の経営における透明性の確保～

今回、医療法の一部改正により、医療法第 51 条第 2 項に定める医療法人
に公認会計士等の監査が導入されたことに伴い、厚生労働省令として平成
28 年 4 月 20 日に医療法人会計基準が公布されました。 

そして、医療法人会計基準の制定により、監査を義務付けられている医
療法人については、医療法人会計基準に基づいて、貸借対照表や損益計算
書等の計算書類を作成することが義務付けられました。 

監査を受けるためには、監査を受ける際に求められる内部管理体制を整
備する必要があり、その結果、例えば、現金等の取扱い上の不正や、診療
報酬の請求のミス等を未然に防ぐことができるようになります。 

また、監査を受けた際に受け取る監査報告書において、計算書類等が適
正であるという監査人の意見が記載されている場合には、経営の透明性の
確保や情報公開が求められる中、外部の利害関係者へ計算書類等が適切に
作成されていることの証左の役割を果たし、医療法人の利害関係者の信頼
性を確保することができるというメリットもあります。 

今回の医療法の改正と時を同じくして社会福祉法の改正も行われ、社会
福祉法人に関しては、医療法人よりも早い平成 29 年 4 月 1 日以後開始事業
年度より、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査が導入されるこ
ととなっています。 

医療法人の開始時期については、実務的な準備期間を与えるための配慮
が行われたものと考えられ、4 月 1 日ではなく、4 月 2 日以降開始事業年度
からとなっています。これにより、大多数を占める 3 月末決算の医療法人
においては、平成 30 年 4 月 1 日開始事業年度から適用されることとなりま
した。 

社会福祉法人と一体運営を行っている医療法人も多いかと思います。今
後の社会福祉法人の動向等も参考にしつつ、会計監査を受ける準備をしな
がら、決算業務や内部統制の見直し等の内部管理体制の充実を図る良い機
会にして頂きたいと思います。 
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